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［別紙２］ 

審査の結果の要旨 
                           氏名 藤田 政博 

 
 本論文「裁判員制度：日本における陪審制度の歴史と市民参加の実効性についての経験的研究」は，

2009 年（平成 21 年）5 月末までに刑事裁判に導入されることになっている裁判員制度が，機能する

ための条件を経験的に探求する研究である．  
 
 裁判員制度は，法律の素人である一般市民が法定刑の重い重大犯罪の刑事審理に関与し，裁判官と

共に評議して被告人の有罪・無罪ならびに量刑を決定するものである．このような裁判員制度を裁判

に対する法律素人の関与（以下では「市民参加(lay participation)」と呼ぶことにする．）の制度と

広くとらえれば，欧米の陪審の制度やヨーロッパに見られる参審員の制度が対応するものとなるが，

日本においてもいわば先駆け的な制度として 1943 年（昭和 18 年）に停止された陪審制度が存在し

た．日本の陪審制度についての主要な先行業績の吟味と，本論文独自の統計分析の手法等の駆使とに

よって，現代日本に市民参加の制度たる裁判員制度を導入する上での論点と課題を析出し，それらの

諸問題の主要なものについて，本論文は実験室実験や質問票調査等の経験的手法を駆使してアプロー

チし，具体的な知見を獲得している．このように本論文は，裁判に対する市民参加についての日本に

おける初めての本格的法社会学研究である． 
 本論文の構成は 3 部からなり，第一部「序」において本論文の目的を設定する．すなわち，日本の

刑事訴訟に新規に導入される裁判員制度が機能するためには何が必要なのかを探るという目的設定

がなされる．さらに，本論文の構造が示される． 
 第二部「日本の陪審制度と市民参加」においては，主要な先行業績である尾佐竹猛の業績と三谷太

一郎の業績に主として依拠しつつ，日本における陪審員制度の導入をめぐる経緯と議論，陪審員制度

の実態，陪審員制度の廃止の経緯と議論を参照して，裁判員制度，すなわち裁判に対する市民参加の

制度，の導入の可否の根拠，問題点を析出し，第三部における法社会学的検討のための課題設定とす

ることが主たる目的とされる． 
 第三部「実証研究」は第二部における歴史研究の成果を受けて，法社会学的研究の課題として以下

の 3 つを設定して経験的研究を行うものであり，本論文の独創性と価値が も現れるパートである．

第一の課題が裁判に対する市民参加の制度は「集団主義的で権威に弱い日本人の国民性に合わない」

といった種類の「日本人の国民性の問題｣の主張に対して，それがどこまで真実に合致するのかを明

らかにするという課題である．第二の課題は，日本の裁判員は裁判官と共になされる評議において，

議論に参加して自己の意見を開陳し，裁判官や評議の結果に影響を与えること，ができないのではな

いかという懸念の妥当性について，法律専門家と法律素人からなる合議体がどのような評議を行うか

を学生による模擬評議を実験室実験として実施して明らかにするという課題である．第三の課題は，

裁判員制度の設計における裁判官と裁判員の 適な人数配置を法社会学的に探求するというもので

ある．ここでは，社会心理学における集団意思決定の研究を参照しつつ独自の研究を設計して実施し

ている．現在においては裁判官と裁判員の人数配置については法律上は決着が付けられているが，今

後の実施を見て法改正等を検討する上での貴重な知見を提供するものである． 
 
 * * * 
 
 以下では本論文の概要をかいつまんで説明する． 
 
 第一部「序」では本論文の目的が設定される．一般の国民が，裁判官と共に司法の中心的手続きに

参加するという制度が，果たしてうまく機能するかについては，種々の懸念が表明されている．そこ

で，これらの懸念が根拠とする諸仮説を，1943 年（昭和 18 年）に停止された日本の陪審制度をめぐ

る議論を，先行研究その他の資料に基づいて整理し，それらの諸仮説を社会心理学や社会学など法社

会学の 新の学際的経験的方法によって検証してゆくという本論文の目的が設定される．すなわち，

新規に導入される裁判員制度が機能するためには何が必要なのかを探るという目的設定がなされる． 
 さらに，本論文の構造が示される．すなわち，第ニ部における歴史研究が，陪審導入の可否の根拠，

特に刑事裁判に市民を関与させる根拠とそれに反対する根拠をめぐる諸議論と諸仮説を取り出すこ

とを目的としてなされることが説明される．その上で，本論文の主たる学問的貢献である第三部「実

証研究」では第二部における歴史研究の成果を受けて，法社会学的研究が実施されることが説明され

る．さらに，本論文が方法論の一つとして採用した｢模擬裁判に参加した市民を対象にする質問票調
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査｣という方法について，その外的妥当性(external validity)を疑問視する批判に対する応答がなされ

る．すなわち，本論文の課題に対する実証的研究として考えられる他の代替手法が実現性の乏しいも

のであること，および，模擬裁判経験者にバイアスがあるとしても，逆に，未だ実施されていない制

度について抽象的一般的に質問し，現実的感覚のまったく欠如した被験者に答えてもらうよりも，模

擬裁判であれプロセスの経験者に答えてもらう方が現実的な回答が得られるというメリットがある

とする． 
 
 第二部においては日本の陪審制度の歴史を探訪し，そこでの賛否の議論を分析して，日本の現在の

裁判員制度の設計と運用に対する仮説群を析出する．これは第三部におけるテーマ設定につなげるた

めのものである．この第二部は尾佐竹猛と三谷太一郎の業績に主として依拠している．まず，日本の

陪審制度導入過程の概要が説明される．幕末から明治 10 年頃まで，日本に陪審制度の概念が初めて

導入された際の経緯が概観されたうえで，参座制についての概略が説明される．次いで，ボアソナー

ドが起草した治罪法における陪審制度導入をめぐる賛否の攻防が説明される．ボアソナードの陪審制

導入案は日の目を見なかったが，その際の賛否の議論においては，現在の裁判員制度導入の可否をめ

ぐって戦わされた論点が既に出ていること，ならびに，実証的経験的探求はなされなかったことが示

される． 
 次に，明治憲法の草案における陪審の位置づけの議論，不平等条約改正の方策として議論された陪

審制度導入論とそれをめぐる議論が説明される．さらに，大日本国憲法制定後の陪審制度導入の可否

をめぐる議論が検討される．そこにおいても，現在の裁判員制度導入の可否をめぐって戦わされた議

論のほとんどが既に出ていること，ならびに，実証的経験的探求は等閑視されていたことが示される． 
 大正年間における陪審法の審議過程が詳細に紹介され検討される．現在における裁判員制度の反対

論と同様に，陪審制度は憲法違反であるとの議論が提示されていた．しかし，政治的駆引きと，原敬

の暗殺，高橋是清内閣を経て，1922 年（大正 11 年）に枢密院で陪審法修正案が可決され，第 45 回

衆議院での審議にかけられ，通過後，第 46 回貴族院での審議にかけられた．そこでの議事において

も現在の裁判員制度導入の可否をめぐって戦わされた議論のほとんどが既に出ていること，ならびに，

実証的経験的探求は等閑視されていたことが示される．このような国会での審議を経て 1923 年（大

正 12 年)に陪審制度は実定法制度として導入された． 
 こうして導入された陪審制度の具体的内容の説明に続いて，その運用の実態が分析される．現在利

用可能な運用実態データに基づいて本論文は，期間，コスト等について統計学的分析も付加している．

まず当事者のコストであるが，法定陪審と異なり，請求陪審の場合は有罪の場合の刑の言渡しの際に，

陪審費用の全部または一部を被告人の負担とすることになっていた．本論文は，法曹界雑誌に掲載さ

れた各事件の陪審費用額に基いて統計的手法でその額に影響を与えた要因とその程度を明らかにし

ている．その推計によれば，陪審利用に約 367 円 83 銭の陪審費用がかかり，開廷日数が 1 日増える

ごとに約 82 円 68 銭陪審費用が増大すること，ならびに，地域性については開廷地の都市の規模が 1
ランク大きくなるごとに陪審費用は約 78 円 62 銭下がることなどが明らかにされる．これを種々の経

済関係のデータを用いて 2004 年（平成 16 年）現在の金銭価値に換算している．その推計によれば，

陪審制度実施直後の約 9 ヶ月についてみれば，陪審の利用によって陪審費用が 121 万余円かかり，開

廷日数が 1 日増加するごとに 28 万円弱費用が増加することになる．反面，開廷地の都市の規模が 1
ランク下がるごとに 26 万余円の支出増を覚悟しなければならない計算となる．これは，被告人がか

なりの高収入ないし資産家でない限り，請求陪審の利用には大きなマイナスのインセンティヴが働い

ていたであろうことを間接的にではあるが示唆する結果である．法定陪審においても 終的には裁判

所の判断に委ねられており，当時の法律新聞の記事では「実際は判決によって全部負担になってゐる

のが通例」であったと報告されている． 
 陪審制度運用のコストも推計しており，2004 年（平成 16 年）現在の金銭価値でみると，当初の 1
年弱の 114 件について約 1 億 4 千万円弱がかかった計算となり，15 年間を通じたコストの合計は約

6 億 3 千万円弱であるとする．さらに陪審制度導入のための準備経費（欧米への視察団派遣，各地で

の講習会実施，活動写真やラジオによる宣伝広告費，陪審法廷や陪審宿舎の建設費など）を推計する

と 1 年間に も多い年で 126 億円余り，少ない年で 3 億円余り， 初の 6 年間の合計として 238 億

円余りを支出していたことになると推計している．陪審公判の日数としては，陪審制度運用全期間を

見ると，平均 1.7 日と 2 日を切っている．陪審公判においては，その準備が周到になされ，全体的に

短期間で終結したと評価できるとする． 
 以上の大正期に導入され第二次世界大戦中に停止された日本の陪審制度の統計的分析などから，総

合評価を導いている．第一に，用語の平易化（さらには図解等によるビジュアル化）が進むと期待さ

れており，かつ，現実にも進んだ．これは現在の裁判員制度においても同様であろうと期待される．

第二に事実認定について，被告人の同僚である市民の新鮮な視点での証拠評価が期待されていた．ま
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た，陪審には法律判断を含む事実の判断が期待されていたとする．そして，運用の実際としても，法

律問題も含む判断を求められていた．その点で，純粋事実判断主義は採用されなかったと評価するべ

きであるとする．これは当時の陪審事件の具体的内容のケース・スタディーによって確認されている．

現在の裁判員制度においてもある程度同様の事態が予測される． 
 陪審制度の当時の総合的評価として，陪審事件数は当初の予想よりはるかに少なく，期待されたイ

ンパクトも予想より小さかった（司法省は 1 年当たり 1300 件程度を予定して予算を組んでいたが陪

審制度の現実の利用件数は当初もその 1 割弱でしかなかった．）．無罪率は通常手続きに較べて圧倒

的に高率であった．さらに，司法の民主化の契機となったと評価されていた． 
 このような陪審制度は徐々にその利用が先細りし，第二次世界大戦期には非常に少なくなり，遂に

1943 年（昭和 18 年）に停止された．この停止の要因としては，陪審の対象事件の範囲が狭く，かつ

評決には拘束力がなかったこと，などが挙げられる．また，弁護士の立場から気乗りがしなかったこ

とも指摘されている．さらには，陪審員となる資格自体が極めて制限されていた．陪審員資格者の国

民に占める割合は一貫して 2～3%であり，現実に選ばれた陪審候補者は人口の 0.1%程度であった．

被告人の側からも陪審による判断には魅力が乏しく，陪審手続きは請求されず，法定陪審についても

辞退・放棄が多くなされた（辞退率は 1928 年（昭和 3 年）は 80%であったが，3 年後には 94%を超

え，その後はほとんど 100%に近かった．）．弁護人や被告人の意識において，陪審の選択が裁判所

から「敵対行為」として解釈される虞れがあるとされていたために，陪審選択が回避された面がある．

その上，陪審利用には，上記のように多くの増加費用の心配もしなければならないとされていた．ま

た，たとえ陪審が使われた場合も，裁判官は何度でも陪審の答申を覆して陪審を更新することができ

た（現実には，当初の 1 年を見れば 32 件のうち 2 件のみ更新していたにすぎない．全期間を通じた

陪審更新率は 7.4%であった．）．さらには控訴が許されなかった点も停止の要因として挙げること

ができる（上告理由があれば上告できたがその場合も三審制が二審制となり，事実認定を争うことも

できない．）．もちろん， 終段階では軍国主義の擡頭と長期の戦争遂行も停止の要因である． 
 日本の陪審制度の導入，運用，停止の歴史における以上の議論を見ると，現在の裁判員制度をめぐ

る議論と同様の議論のほとんどがなされていることが明らかとなる．たとえば，陪審制度のような民

主的司法制度は「日本人の国民性」に合わないというような議論が挙げられる．そして，陪審制度の

停止後は，その理由として「日本人の国民性に合わなかったからである」という主張がほとんど神話

化していた．ここでいう「日本人の国民性」としては集団主義や権威に対する付和雷同的傾向が念頭

に置かれていた．とはいえ，諸外国の国民との比較も，日本人自体への実証的研究もほとんどなされ

なかった．これらの点もまた現在の裁判員制度導入をめぐる議論において同様の傾向が見られるとす

る．弁護士の側からも当時，陪審の選択は訴訟戦略上不利であると判断されていた．反面，陪審裁判

を経験した法曹に対する，その後の聞取調査によれば，陪審員は公判に熱心かつ真摯に関わっていた

と報告されている． 
 
 以上の第二部の検討結果を受けて，本論文の も重要な部分である第三部では経験的研究がなされ

る．具体的には，国民性の問題，評議過程の問題（法律専門家たる裁判官と，法律の素人たる市民で

ある陪審員との間の，評議における適切な役割分担と協働の可能性の問題），評議体の構成と意思集

約方法の問題（人数構成や議決方式の問題）が採り上げられ，社会心理学や社会学などの学際的方法

によって法社会学的に探究される． 
 まず，第三部第 2 章では日本人の国民性の問題が経験的に探求される．「日本人の国民性」として

指摘される点を，「権威への服従」と「集団意識」の二つに分け，前者については社会心理学におけ

る「社会的勢力認知尺度」を用い，後者については同じく社会心理学における「集団主義尺度」を用

いて操作化し調査している．社会的勢力認知尺度はさらに「正当勢力尺度」と「専門勢力尺度」の 2
つの尺度で計測している．具体的な調査方法としては，2002 年（平成 14 年）5 月に大阪で実施され

た模擬裁判員裁判に参加した市民（「裁判員」もしくは「陪審員」）と裁判官役の法曹（弁護士と裁

判官）に対する質問票調査の形でなされた（対象は市民 198 名，法曹 29 名）．研究仮説として，「集

団主義尺度」「正当勢力尺度」「専門勢力尺度」の得点の高い人ほど裁判官の意見を重視し，評議で

発言できなくなるという方向の回答を質問票調査で示す，と設定して，検証・反証を経験的に試みて

いる．質問票調査は，模擬裁判を経験する前と後とで実施され，その回答内容の比較分析もされてい

る． 
 この研究からは以下の知見が得られている．第一に，評議に参加する経験によって，法曹も市民も

ともに，市民と法曹が評議した際に，事前に考えていたよりも，市民の意見が評議に出て来ると，ま

た評決内容に反映される可能性があると感じるようになっている．日本人の国民性論で論じられる集

団主義的傾向については，集団主義的傾向は評議とは関連性が見られなかった．裁判官などの権威へ

の盲従の点（日本人の権威主義）については，市民が専門性や正当性を認知しやすければ，法曹の意
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見を重視しやすいという関係が示唆されている．集団主義を日本人の国民性ととらえて，ゆえに裁判

員制度はうまく行かないだろうと主張するタイプの議論は，経験的根拠がないことが示されたといえ

る． 
 以上の検討に加えて，ここでの方法論の限界と今後の課題が検討されている．模擬裁判参加者であ

るから司法や裁判員制度に対する関心が高い方向でバイアスのある回答者集団だったろうことは否

めない．しかし，逆に，回答者の関心が高いということは裁判員制度についての知識と熟慮による回

答であり，より意義の深い回答であると解釈することも可能であるとする． 
 次いで，第三部第 3 章では，評議における法専門家と市民の間の役割分担と協働の可能性が実証的

に探求される．具体的には，調査実施可能性の考慮から法専門家の代替物として法学部専門課程以上

の学生，市民の代替物として教養課程の学生を用いて実験室実験を行っている．その際には，裁判員

型として法学部生 2 名と教養生 4 名のグループ討議の「グループ条件群」（25 グループ 150 名）と，

対象群として評議のない個人の判断をしてもらう「個人条件群」（33 名）を構築して両群の比較も

行っている．実験ではある刑事事件の概要を読んでもらった後，グループ条件群の被験者には模擬評

議の上で評決をしてもらい，個人条件群の被験者には評議なしで判断をしてもらっている．ヴィデオ

で記録した評議の内容や判断結果をグループ条件群と個人条件群とで比較する分析もしている．評議

内容の分析では，発言内容を 15 のカテゴリーに分け，それぞれのカテゴリーの発言回数を数えてデ

ータとして分析している． 
 本章の実験室実験から以下が明らかとなっている．第一に，グループ条件群での発言の回数分析に

よれば，個人一人当たりとしては法専門家たる法学部生の方が発言回数が多かったが，グループとし

てみた場合，法学部生と教養生との間には有意な差は見られなかった．また，法学部生の方が規範的

影響（内容の説得力ではなく発言者の権威や地位などに基づいて他者が同調しようとするタイプの影

響）の発言を教養生よりも統計的に有意に多く行っていたが，情報的影響（現実や事実についての証

拠として，他者から取得した情報を受け入れようとするタイプの影響）の発言の量には差がなかった．

市民参加によって市民の「健全な社会常識」が発揮されるかについては，「自らのアイデアや知識を

提供するような発言」の量を指標として分析し，市民の代替物である教養生も法律専門家の代替物た

る法学部生と同等かそれを上回る程度でそのような発言をしていた．裁判員審理の裁判官には評議の

司会進行役や法的専門知識の提供も期待されているがこの点については，法学部生の方が評議をリー

ドする傾向が大きく，かつ必要に応じて法的知識を供給していたことが確認されている．評議の経験

が裁判員制度に対する評価にどのような影響を与えるかについても検討しており，評議に参加した教

養生と参加しなかった個人条件群の教養生の間には差が見られなかった．結局，評議における法専門

家と市民の間の役割分担と協働の可能性について，総じて肯定的な結果が得られている． 
 本章の 後に，大学生を使ったこのような実験室実験の意義と方法論的限界が論じられている． 
 第三部第 4 章では，評議体の構成と意思集約方法の問題が経験的に研究される．模擬裁判員審理を

経験した市民や法曹に対して，多数の選択肢を用意して，その中からふさわしいと思う人数構成と評

決方法を質問する方法が採用されている．社会科学方法論としては「準実験(quasi-experiment)」に

相当する方法である．2003 年（平成 15 年）に札幌，大阪，埼玉，広島で実施された模擬裁判の参加

者（札幌 39 名，大阪 198 名，埼玉 24 名，広島 19 名）に調査票を配布して回答を求める方法で調査

がなされた．模擬裁判の前と後に質問票が配布されて，回答の変化も調査されている．なお，模擬裁

判員審理の評議は評議体ごとに別々の部屋ないし広い部屋で離れた位置で実施されたので，相互に独

立の評議である． 
 裁判官と市民の人数構成の選択肢について「一番いいと思うものを選び，○をつけて下さい」との

質問に対して，多かった回答は裁判官と市民の人数の組合せが 3 人対 6 人と 3 人対 9 人の選択肢であ

った（他の選択肢は人数が 1 対 3，2 対 6，3 対 2，3 対 3）．人数の比の値として聞いた場合も同様

で，市民は裁判官の 2 倍から 3 倍を求めるものが多かった（これらのクロス集計はχ二乗法で検定さ

れている．）．評議前と後との回答の変化として興味深いのは，3 人対 9 人の選択肢を望ましいと答

えた者の割合が上昇している点である． 
 上記とは別の模擬裁判（2003 年（平成 15 年）実施の「500 人の裁判員」と題された模擬裁判）で

の法曹と市民への調査で，裁判官と市民の人数構成について質問をしている（評議は評議体ごとに

別々の部屋で実施された．）．ここでは，模擬裁判の評議体の裁判官役（弁護士と裁判官）と市民の

間の人数構成を「3 対 3 グループ」7 つ，「3 対 9 グループ」8 つ，「1 対 7 グループ」から「1 対 11
グループ」を 22 の全部で 37 のグループに操作して実施された（回収回答数市民 299，法曹 61）．

望ましい評決方法の選択肢として「単純多数決」，「特別多数決（3 分の 2 や 4 分の 3 など過半数よ

り多いもの）」，「変形多数決（裁判官の過半数＋裁判員の 1 人以上の賛成，かつ，全体で過半数）」，

「双方多数決（過半数の裁判官，かつ，過半数の裁判員）」，「全員一致」の 5 つを設定して質問し

た結果は次のようになった．模擬裁判経験前の事前調査では「特別多数決」29.3%，「双方多数決」
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38.5%，「全員一致」21.6%が主要なものであったのに対し，模擬裁判経験後の事後調査では「特別

多数決」45.5%，「双方多数決」27.9%，「全員一致」13.2%と若干増減が生じている．望ましい人

数比については 8 つの選択肢からの選択で質問している．事前調査，事後調査ともに 3 対 9 が一番多

くの支持を得た．さらに，法曹参加者は市民参加者の評議への参加ぶりについて肯定的に評価してい

た．肯定の程度は大きな評議体を経験した法曹の方が高かった．このことから，市民の人数の多い評

議体で評議した方が裁判員制度の定着に有意義となる点が示唆されるとする．終わりに，調査方法論

の観点からこの調査の意義と限界が分析されている． 
 
 後に「総合考察」として本論文全体の成果の持つ裁判員制度への示唆が整理される．まず，裁判

員制度の概要が説明され，本論文の研究に基く評価が示される．陪審制度の停止の要因の 1 つが被告

人による辞退・放棄であったことに鑑みると裁判員による審理を辞退することができないとした点は

制度の定着に効果をもたらすであろうとされる．また，控訴が強く制限されていたことも停止の要因

の 1 つであったことに鑑みると，裁判員制度では従来とほぼ同様の上訴が可能である点は評価できる

とする．陪審費用によるコスト増が辞退・放棄，不請求の要因の 1 つとされてきたことに鑑みると，

刑の言渡しの際に被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければならない裁判員制度も同

様の萎縮の可能性があるとする．陪審制度において批判を受けてきた更新制度が裁判員制度にはない

点は利用促進のために評価できるとする．従来の「日本人の国民性論」に基く陪審や裁判員への懐疑

論は本論文の経験的研究によって根拠が乏しいことが示されたとする．とりわけ集団主義の意味での

日本人の国民性論は根拠とならないことになる．権威主義の意味での日本人の国民性論は，権威主義

の中身をさらに，専門的知識能力への尊重か，正当と評価する者への尊重かなど，よりきめ細かい分

析をしてゆかない限り社会科学的議論として不完全であることも示されたといえる．評議体における

裁判員と裁判官の人数構成の問題は，法律上は決着がついているが，今後の裁判員制度の実施におい

て再評価し，改正を議論する際には重要となる知見を得たとする． 
 
 * * * 
 
 以上が本論文の要旨である．本論文の長所としては，次の諸点を挙げることができる． 
 第一に，陪審制度の場合であれ裁判員制度の導入の際であれ，従来はどちらかといえば予め採用さ

れた賛否の立場から直感主義的ないし印象論的な理由付けに基づいて賛否を議論する傾向がないと

はいえなかった司法への市民参加について，社会心理学や社会学など学際的で経験的研究方法から実

証的な知見をもたらした点は，本論文のオリジナリティと法社会学的価値を高め，従来の学問に対し

て多大の寄与をしたと評価しうる．また，より一般的に，法政策上の論点に対して経験科学的にアプ

ローチするひとつのモデルを示したと評価できる． 
 第二に，尾佐竹や三谷の先行研究に依拠しつつ，陪審制度や裁判員制度をめぐる賛否の議論の論拠

を洗い出して，経験的研究による検証・反証の対象として再定式化した点も評価に値する．その際に

は，裁判員制度の導入の際に賛否の立場から議論された論点のほとんどが，1923 年（大正 12 年）の

陪審制度の導入をめぐって戦わされてきた賛否の議論と重なっており，しかも，社会科学的根拠や知

見には必ずしも基づかない議論に終始した点でも同様であることを明らかにしている． 
 第三に，陪審制度の運用実績のデータに対して統計的分析を施している点も，若干の先行研究がな

いわけではないにせよ，相当程度本格的な統計学的手法を用いた点で初めての試みと位置づけること

が可能である．従来指摘されていた，辞退率の高さを確認すると共に，その原因としての被告人，弁

護人側のインセンティヴをコスト面からの推計を用いて推論している．また用語の平易化の努力，ビ

ジュアル化による公判の理解可能性の向上，活動写真やラジオなどのメディア利用による広報活動な

ど，現在の裁判員制度導入へ向けての努力と同様の施策が実施されたことを示すのみならず，その規

模を金銭評価した点もオリジナルな研究といえよう．さらに，経験的手法を実施しつつ，その方法の

限界を考察する慎重さも評価に値しよう． 
 第四に，経験的研究の成果に基づいて，立法された裁判員制度を具体的に評価しており，法政策に

関与する法社会学の在り方のひとつのモデルを示したと評価することが可能である．裁判員制度の実

施に際しても，その評価や改正作業においても本論文は必ず参照される基本文献となるであろう． 
 
 もっとも，本論文にも補完すべき短所がないわけではない． 
 第一に，陪審制度の史的展開をめぐる議論は，詳細ではあるが，従来の研究との対比で言えば，歴

史学的な貢献は乏しい．もちろん，本論文は歴史研究に寄与することを目指すものではなく，日本に

おける陪審制度，裁判員制度をめぐる賛否の議論の論点とその実質論の欠如を明らかにし，経験的研

究のテーマ設定をしようとするものである以上，その本来の目的は十分に達していると位置づけるべ
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きであろう．また，これまでそれほど注目されなかった国会等での審議内容を詳細に紹介した点で資

料的価値も認めうる． 
 第二に，本論文の経験的研究の対象が，学生や模擬裁判参加市民であり，そこから得られた知見に

ついて，日本人全体についての結論へと一般化するには慎重さを要するという限界がある．とはいえ，

本論文の筆者はこれらの問題を十分に理解して，自ら指摘しつつ慎重に論を進めている．しかも，模

擬裁判参加者への質問票調査は，いわばインフォームドされた市民の意見と評価を蒐集するという意

味では，一般国民へのランダム調査よりも，本件のような具体的で法政策的な課題の研究にとっては

むしろ意義が大きいともいえる． 
 第三に，歴史研究から析出された論点の全てに対して経験的研究をしているわけではない点がある．

とはいえ，本研究のような経験的方法の実施には，厖大な労力と時間と費用がかかるものであり，だ

からこそ従来は本研究のような経験的研究をすることなく議論を戦わせてきたともいえ，論点を網羅

的に経験的研究をしなければならないというのは過大な要求と言わざるを得ないであろう． 
 
 これらの短所は，いずれも本論文の学術的な価値を大きく損なうものではない．裁判員制度，陪審

制度という司法に対する市民参加の制度について先行研究も渉猟した上で課題設定を行い，時間と労

力と費用の厖大にかかる学際的で経験的な研究をオリジナルに考案して着実に実施し，具体的成果を

挙げた本論文は，自立した研究者としての著者の高度の能力を示すものであることはもとより，日本

の法社会学のこの分野の研究水準を飛躍的に向上させるものである点で，学界の発展に大きく貢献す

る特に優秀な論文であると認められる．したがって，本論文は博士（法学）の学位を授与するにふさ

わしいものであると評価できる． 
 

以上 
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